


















要約:母子保健の実施主体の問題が浮上して久しく、市町村における認識はまちまちである

が、保健所と市町村の目的分担の明確化と、健診システムの充実は、受皿として大切であ

る。当保健所は、昭和 60 年に、これまでの大曲保健所（1 市 7 町 2 村、人口 118,571 人)

と、旧角館保健所(3 町 1 村、人口 50,672 人)を支所として合流し、14 市町村を管轄する

R3 型の保健所である。表題に対し 3か年計画をたて、3年目として前年に続き、1)市町村

母子健康相談システムの検討、2)保健所の二次スクリーニング及び「子ども養育相談室」

の開設、3)健診協力医との懇談会開催のほか、4)母子保健事業の市町村主体に対するアン

ケート調査を実施した。 


